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福 島 県 企 業 職 員 の 給 与 、 勤 務 時 間 そ の 他 の 勤 務 条 件 等 に 関 す る 規 程 の 一 部 を 改 正 す る
規 程 を こ こ に 公 布 す る 。

令 和 元 年 12月 13日
福 島 県 知 事 内 堀 雅 雄

福 島 県 企 業 局 管 理 規 程 第 １ 号
福 島 県 企 業 職 員 の 給 与 、 勤 務 時 間 そ の 他 の 勤 務 条 件 等 に 関 す る 規 程 の 一 部
を 改 正 す る 規 程

福 島 県 企 業 職 員 の 給 与 、 勤 務 時 間 そ の 他 の 勤 務 条 件 等 に 関 す る 規 程 （ 昭 和 44年 福 島 県
企 業 局 管 理 規 程 第 ３ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。
第 ６ 条 の ２ 第 ２ 項 第 １ 号 中 「 、 又 は 失 職 し 」 を 削 り 、 同 項 第 ２ 号 中 「 、 若 し く は 失 職

し 」 を 削 り 、 同 条 第 ３ 項 第 １ 号 中 「 禁 錮 」 を 「 禁 錮 」 に 改 め る 。
第 ６ 条 の ３ 第 ２ 項 第 １ 号 中 「 、 又 は 失 職 し 」 を 削 る 。
第 ８ 条 の ３ 第 ５ 項 第 ２ 号 中 「 禁 錮 」 を 「 禁 錮 」 に 改 め る 。
第 ８ 条 の 10第 ２ 項 中 第 ４ 号 を 削 り 、 第 ５ 号 を 第 ４ 号 と し 、 第 ６ 号 を 第 ５ 号 と す る 。

附 則
こ の 規 程 は 、 令 和 元 年 12月 14日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 第 ６ 条 の ２ 第 ３ 項 第 １ 号 の 改

正 規 定 及 び 第 ８ 条 の ３ 第 ５ 項 第 ２ 号 の 改 正 規 定 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。
（ 経 営 ・ 販 売 課 ）
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